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〇群⾺労働局の取組をトピックスで紹介します。お役⽴ち情報を載せていますので、ぜひ貴法⼈・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

〇ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

雇用環境・均等室

① 紛争解決援助制度と調停について（制度の内容）

雇用環境・均等室では、労働者と事業主の間で、以下のトラブルが生じた場合、当事者の一方また
は双⽅の申出があれば、早期解決のための援助（労働局⻑による紛争解決援助、調停会議による調
停）を⾏っています。

●男⼥均等取扱い等に関するトラブル
●育児・介護休業等に関するトラブル
●パートタイム労働者・有期雇用労働者の差別的取り扱い、均衡待遇および通常の労働者への転換推進措置
などに関するトラブル

●職場におけるパワーハラスメントに関するトラブル

紛争解決援助制度・調停の特徴
１ 公平・中⽴性

厳正中⽴・公正を保ち、法に忠実かつ客観的な⽴場から援助を実施します。
２ 互譲性

当事者双方の譲り合い、歩み寄りにより、紛争の現実的な解決を図ります。
３ 簡易・迅速性

時間的、経済的負担がかかる裁判に⽐べ、⼿続きが迅速、簡便です。
４ 無料

紛争解決援助制度・調停は無料で利⽤できます。
５ プライバシー保護

関係者以外に援助や調停の内容は公にされず、紛争当事者のプライバシーが保護されます。
６ 不利益取扱いの禁⽌

労働者が労働局⻑による援助や調停の申請をしたことを理由として、事業主がその労働者に対し、解雇、
配置転換、降格、減給などの不利益取扱いをすることを禁⽌しています。

紛争解決援助制度と調停は、労働局⻑また
は調停委員が公平な第三者として紛争の当
事者の間に⽴ち、両当事者の納得が得られ
るよう解決策を提示し、紛争の解決を図る
ことを⽬的とした⾏政サービスです。



労働施策総合推進法に基づく場合

事 例 職場におけるパワーハラスメントにより退職に追い込まれたとする事例

概要
上司から同僚の前で大声で繰り返し叱責される日々に耐えられなくなり、会社の相談窓口に相談したところ、上司

からの叱責がさらに激しくなり、精神的に就業継続が困難となり辞めざるを得なくなったため、会社に対し慰謝料を
求める調停申請を行った。

労働者の主張
・会社に相談したが、業務上の指導として事実確認が不十分であった。
・パワーハラスメントを受け、辞めざるを得なくなったのは、会社のパワーハラスメント対策が不十分であり、上司
にパワーハラスメントを行ってはならないものであるとの認識がないためであるので、精神的ダメージによる慰謝料
を求める。

事業主の主張
上司に対し事実確認を行ったところ、業務上の指導の一貫であると本人は主張したが、誤解を招く言動について厳

しく注意し、十分対応しており、慰謝料を支払うつもりはない。

結果
調停委員は、今回の紛争の生じた原因に会社の対応不足があったことを指摘し、紛争解決を図るため、申請人に対

する慰謝料の支払いと意識啓発などの再発防止対策を含め、法に沿ったパワーハラスメント対策を講ずべきとする調
停案を作成し、受諾を勧告。双方が受諾し、調停は終了した。

雇用環境・均等室

② 紛争解決援助制度と調停について（事例） ※群馬労働局の事例ではありません

●労働局⻑による紛争解決援助

●調停会議による調停

パートタイム・有期雇用労働法に基づく場合

事 例 通勤⼿当の⽀給額に正社員と不合理な待遇差があるとする事例

概要

申⽴⼈は、有期雇⽤労働者にのみ通勤⼿当の上限額が設定されていることは不合理な待遇差であるとして、正社員
と同様に交通費の全額に相当する通勤⼿当を⽀給するよう求める紛争解決援助の申⽴てを⾏った。

有期雇用労働者の主張
同じ地域から通勤している正社員には交通費の全額にあたる通勤手当が支給されているが、有期雇用労働者のみ上

限額を超えた分の交通費を⾃⼰負担していることは不合理な待遇差である。

事業主の主張
正社員は全国転勤があり得るため通勤手当に上限額を設けていない。一方、有期雇用労働者は店舗採用であり店舗

の近隣から通える者を採⽤しているため、通勤⼿当に上限額を設けている。

援助の内容
会社に正社員の⼈事異動の実態を聴取したところ、正社員の全国転勤はほとんど⾏われず、店舗間の異動も⼀部の

社員に限られていた。パートタイム・有期雇用労働法では、全ての正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で
不合理な待遇差を禁⽌しており、⼈事異動の実態をふまえると正社員と有期雇⽤労働者との間で通勤⼿当の額に差が
あることは不合理と認められ得ることから会社に対して通勤⼿当の⽀給額や算定⽅法について⾒直すよう助⾔した。

結果
雇用環境・均等室からの助言を受け、会社は有期雇用労働者の通勤手当について検討し、正社員と同様に交通費の

全額に相当する通勤⼿当を⽀給することとしたため、援助は終了した。



雇用環境・均等室

③ 男性の育児休業について ～産後パパ育休のポイント～

育児・介護休業法の改正により、令和４年10月から産後パパ育休（出生時育児休業）
がスタートし、もう少しで１年になります。
今回は、質問が多い部分をPoint（ポイント）で説明します。

産後パパ育休の内容

対象期間
取得可能日数

子の出生後８週間以内に４週間（28日間）まで取得可能

♦出産予定日から取得可能（子どもが生まれていなくてもOK）
♦28日間には土日も含まれる
♦男性の育児休業は産後パパ育休しかとれないのではない
→上限の４週間を超える期間の育児休業を希望する場合は、産後パパ育休ではなく、
通常の育児休業を取得することができる

申出期限

原則休業の２週間前までに書面で申出

♦出産予定日より前に産まれた場合、１週間前までの申出で可能
♦出産予定日が前後した場合の、産後８週間の期間は次のとおり

・出産予定日前に子が生まれた場合は、
出産日から出産予定日の８週間後までの期間に４週間以内
（例︓4/1出産予定日・3/25出生→3/25〜5/27）

・出産予定日後に子が生まれた場合は、
出産予定日から出産日の８週間後までの期間に４週間以内
（例︓4/1出産予定日・4/8出生→4/1〜6/3）

※出産予定日が前後しても、取得できる４週間の上限は変わらない。

分割取得 分割して２回取得可能

休業中の就労

労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就労す
ることは可能

♦労使協定の締結と、労働者の合意が必要
♦本⼈が就労を希望した場合でも、会社側で勤務不要と考えれば就労を認めなくても
問題はない

Point

Point

Point

＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

トピックスのバックナンバーは
HPを⾒てね︕

●育児休業中のお⾦のこと

育児休業（産後パパ育休も含む）

賃 ⾦ 法律上の定め無し（無給でも可）

育児休業給付⾦ 最初の180⽇は賃⾦の67%（それ以降は賃⾦の50％）

社会保険料 要件を満たせば労使双方免除

雇⽤保険料 無給の場合、保険料は発⽣しない
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④ １０月は「年次有給休暇取得促進期間」です。

10月は「年次有給休暇取得促進期間」
です。年次有給休暇を取得しやすい環境
づくりに取り組みましょう。
働き方・休み方の改善をこれからも継
続的に行うためには、計画的な業務運営
や休暇の分散化にも資する年次有給休暇
の計画的付与制度（※１）や、労働者の
様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み
方に資する時間単位の年次有給休暇（※
２）の活用が効果的です。
労使一体となって年次有給休暇を上手
に活用するために、導入をご検討くださ
い。
詳しくは、「年次有給休暇取得促進特

設サイト」をご覧いただくか、群馬労働
局雇用環境・均等室にお問い合わせくだ
さい。☏０２７−８９６−４７３９
（年次有給休暇取得促進特設サイトURL）

https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-
sokushin/

（※１）年次有給休暇の付与日数のうち、
５日を除いた残りの日数については、労
使協定を締結すれば、計画的に取得日を
割り振ることができる制度です。
（※２）年次有給休暇の付与は原則１日
単位ですが、労使協定を締結すれば年５
日の範囲内で時間単位の取得が可能とな
ります。



＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

トピックスのバックナンバーは
HPを⾒てね︕

雇用環境・均等室

⑤ フリーランス・事業者間取引適正化等法
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